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告示第９１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、被災者の復興支援に資するため、災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第９０条の２第１項の規定に基

づき、災害（法第２条第１号に定める災害（火災を除く。））によって生じた

被害の調査及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （証明書の種類） 

第２条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 罹災届出証明書 災害による住家及び非住家の被害について市長に届け

出た事実を証明するもの 

⑵ 罹災証明書 住家の被害に係る、第４条第２項に定める調査及び判定に

基づく被害の程度を証明するもの 

 （罹災の届出及び証明書の交付申請） 

第３条 罹災者は、証明書の交付を受けようとするときは、罹災（届出）証明

申請書兼罹災届出証明書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴ 罹災場所を示す地図 

⑵ 罹災状況を示す写真 

２ 前項の規定により申請書を提出する者（以下「申請者」という。）は、申請

時に本人確認書類（運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可

証又は資格証明書等（本人の写真が貼付されたものに限る。）をいう。）の提

示その他市長が適当と認める方法により本人であることを示さなければなら

ない。 

３ 第１項の手続は、罹災者から委任された代理人が行うことができる。この

場合において、次に掲げる者が代理人となるときは委任状の提出を要しない。 

⑴ 罹災者と同一世帯の者 

⑵ その他市長が適当と認めた者 

（調査及び被害程度の判定） 

第４条 市長は、前条第１項の申請があったときは、遅滞なく、申請内容に基

づき被害状況の調査を実施するものとする。ただし、大規模災害の発生によ

る影響により当該調査が実施できない場合は、できるだけ速やかに調査が実

施できるよう努めなければならない。 

２ 前項の調査は、内閣府が定める「被害に係る住家の被害認定基準運用指針」



に基づき、災害ごとに調査及び判定を行うものとする。 

 （証明書の交付） 

第５条 市長は、第３条第１項の規定による申請の内容を確認し、適当と認め

たときは、罹災（届出）証明申請書兼罹災届出証明書（様式第１号）に証明

する旨を記載し、申請者に交付するものとする。 

２ 市長は、第３条第１項の規定による申請の内容を確認し、適当と認めたと

きは、前条第２項に基づく調査及び判定を経て、申請者に対し罹災証明書（様

式第２号）を交付するものとする。 

 （再調査） 

第６条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹

災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、罹災証明に係

る再調査申請書（様式第３号）により市長に対し再調査を申請することがで

きる。 

 （大規模災害の特例） 

第７条 市長は、大規模な災害が発生したときは、この要綱の規定にかかわら

ず、当該災害の罹災に係る証明書を交付することができる。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、平成２９年７月１３日から施行する。 


